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平成 25 年 7 月 20 日 

 

 

ゴミ空気輸送システム移管に係る住民負担問題等の現状について 

 

 

幕張ベイタウン協議会 

 

 幕張ベイタウンは、千葉県企業庁が、千葉県の方針に基づき千葉市との連携

の下に、自らの独立採算の事業として、詳細なデザインガイドラインにより街

並みに配慮して設計されたマンション群・商業施設と、ゴミ空気輸送システム

を始めとする高水準の公共施設等から構成される先進的なまちづくりを実現し

た街です。 

私たち幕張ベイタウンの住民は、この新しい発想に基づくまちづくりの理念

に賛同してここに住まいを求めましたが、開発事業者である千葉県企業庁に対

し、住宅を購入した住宅事業者を通じて借地権取得費を支払い、入居後も地代

を払い続けており(*1) (*2)、実質的にベイタウンの土地造成費や公共施設整備費、

維持管理費等を負担しています。 

このように、ベイタウンの開発費用を負担している立場からも、私たちは、

景観の維持再生やにぎわいづくり等を通じて、この街の運営に積極的に関わっ

ていきたいと考え、地域活動に意欲的な住民を始めとする各街区の自治会や管

理組合、商店会等の地元団体の参画を得て、平成 23 年 6 月に幕張ベイタウン協

議会を設立しまちづくりに取り組んでいます。 

 一方、幕張ベイタウンを開発した千葉県企業庁は、県方針により平成 24 年度

末に開発事業主体としての役割を終え組織を縮小再編する中で、これまで整備

した公共施設を千葉市へ移管するべく作業を進めています。しかしながら、ゴ

ミ空気輸送システムは、幕張新都心業務地区の事業系ゴミに係る手数料収入の

見込み違いにより赤字経営(*3)が続いており、千葉市は、経営の厳しいままでの

移管受け入れは困難であると主張しています。このような状況の下で平成 24 年

9 月に、千葉県企業庁から、幕張新都心全体のゴミ収集を担う公共施設であるゴ

ミ空気輸送システムの運営に住民負担を求める提案(*4)が出されました。 

幕張ベイタウン協議会は、この問題への対応を議論するため、住民の方々に

幅広く参加を呼びかけて検討会を幾度か開催し、千葉県企業庁及び千葉市に対

し質問等を重ねてまいりました（別添 1 参照）。しかしながら、住民として納得

できる説明がいまだにない状況です。 

このため、これまでの対応の経緯等を踏まえ、幕張ベイタウン協議会として

住民意見を取りまとめ、千葉県企業庁及び千葉市に対し「意見書」を提出いた

しました（別添 2 参照）。 

資料１０ 
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私たちは、ゴミ空気輸送システムはベイタウンの住民の生活を支える重要な

公共施設の一つであると認識しており、今後とも継続して安定的に維持管理さ

れるよう移管問題が解決されることを切に願いつつ、この度の意見書を提出す

るものです。 

 

(*1)千葉県企業庁のベイタウン住居部分からの地代収入は約 11 億円／年（平

成 24 年度）。1 世帯当たりに換算すると 1 万数千円／月・世帯。 

(*2)一部街区（ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸｳｪｽﾄ）では土地購入費として支払い。 

(*3)約 9 千万円／年の赤字。 

(*4)千葉県企業庁は、「赤字分をベイタウンの世帯数（約 8,100 世帯）で割る

と 950 円程度／月・世帯」と説明。 
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（ 別添 1 ） 

 

ゴミ空気輸送システム移管に係る住民負担問題についての 

幕張ベイタウン協議会としての対応等経緯 

 

 

＜平成 24 年＞ 

■9 月 22 日、29 日 

千葉県企業庁が「幕張新都心廃棄物空気輸送システムに係る説明会」を開催

し、ゴミ空気輸送システムの維持管理に住民負担を導入したい旨を表明。 

■10 月 14 日 

幕張ベイタウン協議会として、この問題への対応をベイタウン住民の立場か

ら議論するため、各街区管理組合理事長等にも参加を呼びかけ、第 1 回検討会

を開催。 

■11 月 6 日 

第 1 回検討会での議論を踏まえ「ゴミ空気輸送システム移管に係る住民負担

問題等についての論点」を取りまとめ、千葉県企業庁及び千葉市に対し「質問

書」として提出。 

■12 月 12 日 

「質問書」に対して、千葉県企業庁及び千葉市から回答。 

＜平成 25 年＞ 

■1 月 13 日 

第 2 回検討会を開催。 

■1 月 22 日 

第 2 回検討会での議論を踏まえ、千葉県企業庁及び千葉市に対し「回答に対

する意見及び再質問」を提出。 

■3 月 21 日 

「回答に対する意見及び再質問」に対して、千葉県企業庁及び千葉市から再

回答。 

■5 月 12 日 

第 3 回検討会を開催。 

■6 月 6 日 

第 3 回検討会での議論を踏まえ、千葉県企業庁及び千葉市に対し「意見書」

を提出。 
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（別添 2） 

千葉県企業庁 

地域整備部土地・施設管理課長 

土 岐 健 文  様 
 

 

 

 

 

 

意  見  書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年 6月 6日 
 

 

 

幕張ベイタウン協議会  

会 長  遠 山 孝 行 
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千葉市 

総合政策局総合政策部政策企画課 

幕張新都心室長 

佐久間 正 敏  様 

環境局資源循環部廃棄物対策課長 

安 田 孝 正  様 
 

 

 

 

意  見  書 
 

 

 

 

 

 

 

平成 25年 6月 6日 
 

 

 

幕張ベイタウン協議会  

会 長  遠 山 孝 行 
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 幕張ベイタウンのまちづくりにおきまして、日頃よりたいへんお世話になり

厚く御礼申し上げます。 

 この度は、ゴミ空気輸送システム移管に係る住民負担問題等について、「回答

に対する意見及び再質問」にご回答いただきありがとうございました。 

 この平成 25 年 3 月 21 日付けの回答を受けまして、幕張ベイタウン協議会

として、各街区管理組合理事長等の参加の下に、5 月 12 日に第 3 回検討会を

開催いたしました（分譲住宅 30 街区中 19 街区の管理組合・自治会が参加）。

この検討会における議論を踏まえ、ベイタウン住民の立場からの意見を別紙の

とおり取りまとめました。 

 千葉県企業庁及び千葉市におかれましては、ゴミ空気輸送システム移管に係

る住民負担問題等の解決に向けて、住民意見を踏まえ適切に対応していただき

ますようお願いいたします。 

 なお、幕張ベイタウン協議会は、住民の立場から、千葉県企業庁、千葉県及

び千葉市がまちづくりに対する先進的な意識と多大な尽力により実現したベイ

タウンを、どのように維持・運営していけばよいのかという問題意識を持って

まちづくりに取り組んでおります。 

その中で、特にゴミ空気輸送システムは、ベイタウン住民の生活を支える重

要な公共施設の一つです。このため、同システムが今後とも継続して安定的に

維持管理されるよう、移管問題が解決されることを切に願うものです。 

この度の意見も、このような問題意識から提出しておりますので、主旨ご理

解いただきますよう重ねてお願い申し上げます。 
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別 紙 

 

ゴミ空気輸送システム移管に係る住民負担問題等に対する意見 

 

１．幕張ベイタウンは、千葉県企業庁、千葉県及び千葉市が、開発計画や都市

計画の立案、決定等の段階から、美しい街並景観と高水準の公共施設を有し、

快適な都市生活を提供する新しいまちづくりを意識して取り組み実現したま

ちです。 

２．私たち住民は、公共施設を含むベイタウンの開発整備費を、千葉県企業庁

への地代支払いにより負担しています。さらに、ゴミ空気輸送システムは、

公共側に帰属するクリーンセンター等の基幹施設以外に、各街区に帰属する

投入口等のローカル施設を有しています。ベイタウンの住民は、このローカ

ル施設の整備費を住宅購入の中で負担しているほか、日常の維持管理費及び

修繕費(*)も負担しています。 

３．千葉県企業庁が主張する「ゴミ空気輸送システムはベイタウン地区固有の

設備であり、他地区とは異なる便益を受けていることから、ベイタウン住民

に負担を求める」という論理は、これらベイタウンのまちづくりの経緯やこ

れまでの公共・住民間の費用分担のルールを全く無視するものです。 

４．さらに、ゴミ空気輸送システムの運営当初からの赤字を縮小するための千

葉県企業庁の取り組みが、これまで十分なものであったと受けとめることは

できません。加えて、その赤字の原因である業務地区からの収入の見込み違

いをした千葉県企業庁の責任も明らかにされないままに、住民負担に転嫁す

ることは筋違いの対応ではないかと考えます。 

 ５．以上の理由により、ゴミ空気輸送システムの維持管理に住民負担を求める

ことについて提示された一連の論理には、ベイタウン住民として納得するこ

とはできません。 

６．ゴミ空気輸送システム移管問題に関する検討状況について、管理組合の代

表だけではなく賃貸住宅居住者も含めベイタウンの住民全員を対象として、

半年毎に定期的に報告する説明会を開催していただくことを要請します。 

７．なお、ゴミ空気輸送システムを始めとして、高水準に整備されたベイタウ

ンの公共施設の維持管理に相応の費用を要することは理解できます。 

一方で、私たちベイタウンの住民は、千葉県企業庁に対し、住宅を購入し

た住宅事業者を通じて借地権取得費を支払い、入居後も地代を払い続けてお

り、実質的にベイタウンの土地造成費や公共施設の整備費、維持管理費等を

負担しています。 

このため、新たな住民負担を求めるのではなく、公共施設の維持管理を含

むベイタウンの今後のまちづくりに、この地代収入を活用する仕組みを検討



 8 

するべきです。 

８．千葉県企業庁は、ベイタウンの開発主体であること、地主であること、地

代を住民から受け取る立場であることから、ベイタウン全体の生活環境を維

持し向上させる責務を有するはずです。また、千葉市は、ベイタウンの開発

計画を支える都市計画の決定主体であり、まちづくりを担うべき地元自治体

です。 

このため、千葉県企業庁及び千葉市におかれては、ベイタウンの景観の維

持再生や公共施設の適切な維持管理等を始めとするまちづくりに、今後とも

住民と連携しつつ取り組んでいただくことを要望します。 

併せて、これからのまちづくりを千葉県企業庁、千葉市、私たち住民とで

協働しつつ具体に議論していくため、「幕張新都心住宅地区の管理・運営のあ

り方に関する研究会」に替わる協議の場を設けていただくことを要望いたし

ます。 

 

(*)修繕工事に 350 万円を費やした街区あり。 
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